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令和 6 年 1 月 1 日に発生した石川県能登地方を震源とする地震により、石川県をは

じめとした各地で甚大な被害が発生しました。さらに同年 9 月には未曽有の豪雨災害

が同地域を襲い、復旧・復興の途上にあった被災地にさらなる打撃を与えました。 

このたびの災害に際し、国際ロータリー第 2610 地区には、国内外より多くのお見舞

いの言葉やご支援のお申し出をいただきました。支援金は総額 4 億円を超え、心より

感謝申し上げます。 

当地区では、このような状況を受けて、「令和 6年能登半島地震・豪雨災害復興支援

会議」（豪雨災害前は「令和 6 年能登半島地震復興支援会議」）を組織し、皆さまから

お寄せいただいた支援金を活用するなどして、被災クラブの支援・被災会員の支援・

被災地の支援を目的として、復興支援を実施しました。 

本報告書は、2024-25 年度に実施した事業及び 2023-24 年度に実施した支援を記載

しました。 
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＜具体的な支援策＞ 

Ａ．寄せられた支援金を基に実施した事業（次ページ以降に実施概要記載） 

１)2024-25 年度被災ロータリー会員及びクラブへの支援金給付事業

２)能登半島地震・豪雨災害被災クラブの例会場および事務局の賃借料の支援

３)令和 6 年 9 月能登半島豪雨災害被災ロータリークラブ及び会員への支援金の給付

４)2610地区版能登半島地震復興補助金給付事業

５)2610地区版能登半島地震復興補助金給付事業Ⅱ

６)ロータリー希望の翼奨学金事業

７)能登豪雨災害被災自治体への支援金給付事業

Ｂ．Ａ以外の支援策 

１）ＲＩ人頭分担金免除の申請

石川第 3・第 4グループ及び氷見 RC、氷見中央 RCの 14クラブ会員の 2024-25年

度上期・下期のＲＩ人頭分担金免除の申請を行い承認された。 

なお、2023-24年度下期にも申請し承認された。 

２）地区人頭賦課金の免除

石川第 3・第 4 グループ及び氷見 RC、氷見中央 RC の 14 クラブ会員及び 14 クラ
ブ以外で被災した会員（アンケート調査後クラブ会長の証明かつ申請書提出）に対し

て、2024-25 年度上期・下期の地区人頭賦課金を免除した。 

なお、2023-24 年度下期は、14 クラブ会員に対して、免除した。 

３）地区大会登録費の減免

上記２）の対象者については、地区大会登録費を減免した。

４）地区ホームページにおける応援消費・販路回復支援

地区ホームページにおいて、地区内の各会員が運営するオンラインショップなどを

紹介するページを作成し、応援消費・販路回復支援を実施した。 

５）災害時におけるボランティア活動支援に関する協定

「災害時におけるボランティア活動支援に関する協定書」を富山県社会福祉協議会

と締結した。石川県社会福祉協議会と締結予定である。（添付資料：Ｂ４ 協定書）

※上記 B区分において、2023-24年度で以下を実施した。

◇インターアクトクラブのある高等学校へ支援金寄贈

能登半島地震により被害を受けた下記 2 校へ備品や部活動用具等を含む必要な支援

内容を調査のうえ支援金を寄贈した。 

鵬学園高等学校 1,000 万円、石川県立飯田高等学校 500万円 

◇「能登半島受験生応援プロジェクト」へ支援

第 2760 地区 2023-24 年度ロータリー財団地区補助金を基にした「能登半島受験生

応援プロジェクト」へ 80 万円を支出。当プロジェクトでは最終的には 554 万円が集

まり、奥能登地方の被災した高校 3年生 10名にそれぞれ 2回に分けて支給した。 
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Ａ．寄せられた支援金を基に実施した事業＜実施概要＞ 

１）2024-25年度被災ロータリー会員及びクラブへの支援金給付事業

【事業概要】 

令和 6 年能登半島地震により大きな損害を被った当地区の会員及びクラブへ支援

金を給付し、ロータリーの活動を維持継続してもらう。 

①会員支援

一人当たり 10万円を石川第 3・第 4グループ及び氷見 RC、氷見中央 RCの 14ク

ラブに給付。（2024年 7月 1日時点の会員数に基づく）

さらに、上記 14クラブ以外で被災した会員には、クラブ会長の証明かつ申請書を

提出の上、一人当たり 10万円を給付。 

給付前に被害が大きかった会員の状況を把握するため、被害状況調査※を実施。 

※被害状況調査

［期間］2024年 5月 7日～6月 30日

［回答件数］クラブ事務所 62件、会員 776件

［14クラブ以外で支援申請のあったクラブと人数］計 7名

金沢南 RC（2名）、金沢西 RC（1名）、金沢北 RC（1名）、富山 RC（1名）、

富山西 RC（1名）、富山シティーRC（1名） 

②クラブ支援

大きな損害害（対象は、建物・備品の他、直接雇用の事務局員の被災も含む）を受

けたクラブへ、損害額の 3分の 2以内かつ 1クラブ 100万円までを給付。 

［申請のあったクラブ：12クラブ］ 

射水、新湊中央、山中、羽咋、中島、七尾、七尾みなと、志賀、富来、珠洲、 

内浦、輪島 

【給付額予算】 

総額 43,000,000 円（①会員支援：3,500万円、②クラブ支援：800万円） 

【給付額実績】 

総額 40,987,999 円 

① 会員支援 3,410万円（14RC会員：3,340万円、14RC以外会員：70万円）

② クラブ支援 12クラブ：計 6,887,999 円

【給付日】 2024年 10月 10日 

添付資料 Ａ１―１：事業計画書 

Ａ１－２①：被害状況調査結果【クラブ事務所】 

Ａ１－２②：被害状況調査結果【会員】 

 なお、2023-24年度下期において、一人当たり 10万円を石川第 3・第 4グループ及

び氷見 RC、氷見中央 RCの 14クラブに給付。（給付総額 3,420万円） 
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２．能登半島地震・豪雨災害被災クラブの例会場および事務局の賃借料の支援 

【事業概要】 

例会や事務所が能登半島地震・豪雨災害によって全く使用できなくなり、新たに会

場や事務所を従来借りていた室料を大幅に上回る賃料で用意せざる得ない被災クラ

ブへ、新たに発生した賃借料差額を 5年間相当の金額（全額）を支援する。 

＜支給対象＞ 

石川第 3グループ・第 4グループのクラブから調査により選定 

その結果、対象は 2クラブ（穴水 RC・富来 RC） 

【給付額予算】 例会場等賃借料支援：500万円 

【給付額実績】 例会場等賃借料支援：237万円 

【実施時期】  2024年 12月 23日 

添付資料 Ａ２―１：事業計画書 

３．令和 6年 9月能登半島豪雨災害被災ロータリークラブ及び会員への支援金の給付 

【事業概要】 

能登半島豪雨災害により大きな損害を被った奥能登地方のロータリークラブ（石

川第 4 グループの 5 クラブ）へ支援金又は見舞金、会員へ見舞金を給付し、ロータ

リーの活動を維持継続してもらう。

①クラブ支援

・輪島 RC、珠洲 RC

一人当たり 10万円の支援金を給付。（2024年 10月 1日時点の会員数に基づく）

・能都 RC、内浦 RC、穴水 RC

クラブへ見舞金を給付。

②会員支援

・豪雨災害により下記の被災対象となる会員（事務局員も対象）へ見舞金を給付。

（クラブを通じて給付、クラブ会長から申請書を提出）

全壊・半壊（居住不可）：150万円／名

床上浸水：40万円／名

床下浸水：10万円／名

車両浸水修理（自己負担）：5万円／台（上限 2台／名）

【給付額予算】 1,000 万円（①クラブ支援：550万円、②会員支援：450万円） 

【給付額実績】 総額 815万円 

① クラブ支援 輪島 RC 280万円、珠洲 RC 140万円

能都 RC 80万円、内浦 RC 30万円、穴水 RC 20万円 

② 会員支援  計 265万円（3クラブ：珠洲 3名・能都 2名・輪島 7名） 

【給付期間】 2024年 12月 18日 
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◆追加事業

【事業概要】 

能登半島豪雨災害により大きな損害を被った奥能登地方のロータリークラブ（石

川第 4グループの 5クラブ）へ支援金を追加給付。 

・穴水 RC 15万円 ・珠洲 RC 110万円 ・内浦 RC 25万円

・能都 RC 50万円 ・輪島 RC 200万円

【給付額予算】 400万円 

【給付額実績】 400万円 

【給付期間】  2025年 3月 25日 

添付資料 Ａ３―１：事業計画書  Ａ３―２：追加事業の事業計画書 

４．2610 地区版能登半島地震復興補助金給付事業 

【事業概要】 

令和 6 年能登半島地震の復興事業を、地区内クラブが地区補助金・グローバル補助
金を活用して実施する場合に、クラブ負担を低減するために地区からクラブ拠出金を

補助することにより、能登復興を一層推進する。 

【給付対象】 当地区 63 クラブ（ロータリー財団補助金事業） 

【給付条件】 

・能登半島地震復興支援に関わるプロジェクトに限る。

・申請は 1クラブ 2件までとし、支給額は 1件当たり 100万円までとする。

＜特別措置＞

2024-25 年度 2,808,946 円（10 クラブ 12 プロジェクト）
2025-26 年度 7,223,095 円［予定］（17 クラブ 19 プロジェクト） 

※2024-25 年度の額は実績報告後の返金が発生する可能性あり
2025-26 年度の額はロータリー財団本部承認時の RI レートにより変動あり

添付資料 Ａ４―１：事業計画書 

Ａ４―２①：2024-25年度対象プロジェクト一覧（給付先一覧） 

Ａ４―２②：2025-26年度対象プロジェクト一覧（給付先一覧）［予定］

被災 14 クラブへの給付総額については、100 万円に拘らず加算することができる 

【実施期間】 2024 年 7 月～2026 年 6 月（ただし、延長することもある） 

【給付額予算】 2,000 万円（ただし、増額することもある） 

【給付額実績】予定含む総額 10,050,401 円
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５．2610 地区版能登半島地震復興補助金給付事業Ⅱ 

【事業概要】 

能登半島地震・豪雨災害の復興に資するプロジェクトを、地区内クラブが実施する

場合に、その事業費の大半を給付することにより能登復興を一層推進する。 

【給付対象】 当地区 63 クラブとする（ロータリー財団補助金事業以外） 

【給付条件】 

・能登半島地震・豪雨災害復興支援に関わるプロジェクトに限る。

・申請は 1クラブ 1件とし、支給額は 1件当たり 500万円までとする。（ただし、被

災 14クラブについては 2件までとする。なお、1件 1,000万円までとすることも

できる）

・復興プロジェクトの事業費の 20％以上は実施するクラブが負担する。（ただし、被

災 14クラブについての負担金は 5％とする）

・既に実施済であっても、2025年 1月 1日以降に実施した復興プロジェクトについ

ては給付対象とする。

・能登半島地震復興 2610地区版補助金給付事業（地区内クラブが地区補助金・グロ

ーバル補助金を活用して実施する場合に、クラブ負担を低減するために地区から

クラブ拠出金を補助する）は適用されないものとする

【義務】 

・予め被災自治体及び現地ロータリークラブと十分な打ち合わせをし、プロジェク

トについて同意を得ておくこととする。

・実施事業の全ての責任は実施クラブ（補助金受領クラブ）にあるものとする。

・事業実施報告書を当地区能登半島地震・豪雨災害復興支援会議に提出する。

実施報告がない場合や実施事業に瑕疵がある場合は、補助金の全額または一部を

返還することとする。 

【実施期間】 2025 年 2 月～2026 年 6 月（ただし、延長することもある） 

【給付額予算】 総額 8,000 万円（ただし、増額することもある） 

【給付額実績】 申請総額(未払分を含む) 46,779,412 円（14 件 13 クラブ）
振込済額 31,289,929 円（2025/6/30 現在、11件 10クラブ）

添付資料 Ａ５―１：事業計画書  

Ａ５―２：申請一覧（現時点未採決も含む） 
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６．ロータリー希望の翼奨学金事業 

【事業概要】 

令和 6 年能登半島地震の被災により、経済的理由で大学等への進学が困難となった

生徒へ返済不要の奨学金を給付し、次世代を担う人材の育成を図る。 

【給付対象】 

能登半島地震の影響で保護者の収入が大きく減少し、経済的支援を必要とする高校

3年生及び高校卒業後 2年以内で大学等（短大、専門学校等を含む）進学を目指し、石

川県もしくは富山県に居住している（大学等進学準備のため一時的に他県等に在住を

含む）者。ただし、通信教育課程および夜間学部生への進学並びに留学生を除く。 

【実施期間】 2024年 7月～2029年 6月（ただし、延長することもある） 

【給付額予算】 総額 1億 6200万円 

【給付期間】 2025年 4月～2028年 10月（ただし、延長することもある）  

【実施内容】 

・2024-25年度：新規奨学生 120名

・2025-26年度：新規奨学生 80名

・2026-27年度：新規奨学生 60名

・奨学金は半年ごとに計 4 回支給（1 回目 30 万円、2～4 回目 各 10 万円）一人あ

たり給付総額 60万円

【給付条件】 

・奨学生は年に 2回以上、地元 RCの例会にて学業の報告をすること

・各年度 4月に、在学証明書を提出すること

【2024-25年度募集概要】 

＜募集方法＞ 国際ロータリー第 2610地区ホームページ等で公示 

＜募集期間＞ 第 1次：2024年 10月 1日～2024 年 12月 31日 

第 2次：2025年 2月 5日～2025 年 3月 5日 

1次募集で計画の半分以下となったため、2次募集を行った。 

＜選考方法＞ 応募書類をもって復興支援会議にて選考 

＜募集結果＞ 

第 1次 58名、第 2次 34名の計 92名の応募があり全員が採用候補者となったが、3

名が辞退したため、89名が採用者となった。 

2025年 5月 14日に、第１回目の奨学金（30万円×89名＝2,670万円）を振込。 

◆特別措置の１つとして（事業計画書に記載）

2023-24年度「能登の受験生応援プロジェクト」の学生への追加支援を実施

【給付対象】 2023-24年度「能登の受験生応援プロジェクト」の学生 10名 

【実施期間】 2025年 2月～2026年 3月 

【給付時期】 2025年 5月～2025年 11月 
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【実施内容】 

・対象者 10名に意向確認し、ロータリー希望の翼奨学金事業Ⅱ（大学等在校生支援）

の書類で申請 

・奨学金は半年ごとに計 2回（1回目：30万円、2回目：10万円）一人あたり給付

総額：40万円

【給付条件】 

・奨学生は年に 2回以上、地元 RCの例会にて学業の報告をすること

・在学証明書を提出すること

【確認結果】 

・対象者 10名のうち

8名：申請・採用者と決定 

1名：既にロータリー希望の翼奨学金事業Ⅱ（大学等在校生支援）に応募済み 

1名：辞退 

・2025 年 5 月 30 日または 6 月11日に、第 1 回目の奨学金（8 名×30 万円＝240 
万円）を振込。

◆ロータリー希望の翼奨学金事業Ⅱ（大学等在校生支援）

在学生に対する支援を望む声が多く寄せられたこと及び 2024-25年度計画数 120名

に対し 89名となったので、大学等在校生支援の奨学金を実施した。 

【実施概要】 

令和 6 年能登半島地震・豪雨災害の被災等により、経済上の理由で大学等の在学が

困難となった学生へ返済不要の奨学金を給付し、次世代を担う人材の育成を図る。 

【給付対象】 

本人もしくは保護者の住所が石川県もしくは富山県で、能登半島地震の影響で保護

者の収入が大きく減少し、経済的支援を必要とする大学等（大学院、短大、専門学校等

を含む）に在学している者（通信教育課程および夜間学部生への進学並びに留学生を

除く）。石川県または富山県のロータリークラブ会長の推薦書を提出できる者。 

【実施期間】 2025年 2月～2026年 3月（ただし、延長することもある 

【給付額予算】総額 800万円（ただし、増額することもある） 

ロータリー希望の翼奨学金事業内で実施

【給付期間】 2025年 4月～2025年 11月 

【実施内容】  

・2024-25年度：20名

・奨学金は半年ごとに計 2回（1回目：30万円、2回目：10万円）一人あたり給付

総額：40万円

【給付条件】 

・奨学生は年に 2回以上、地元 RCの例会にて学業の報告をすること

・在学証明書を提出すること
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【募集概要】 

＜募集方法＞ 国際ロータリー第 2610地区ホームページ等で公示 

＜募集期間＞ 2025年 2月 5日～2025年 3月 10日 

＜選考方法＞ 応募書類をもって復興支援会議にて選考 

＜募集結果＞ 

計画 20名に対し、13名の応募。 

2025年 4月 24日に、第 1回目の奨学金（13名×30万円＝390万円）を振込。 

添付資料 Ａ６―１：事業計画書 

Ａ６－１①：特別会計規約  Ａ６―１②：募集要項 

Ａ６―２：2次募集 事業計画書  Ａ６―２①：2次募集 募集要項 

Ａ６―３：奨学金Ⅱ事業計画書  Ａ６―３①：奨学金Ⅱ 募集要項 

７．能登豪雨災害被災自治体への支援金給付事業 

【事業概要】 

令和 6 年能登半島豪雨災害により大きな損害を受けた輪島市・珠洲市・能登町・

穴水町へ支援金を給付し、早期の復興に役立てもらう。 

支援金は被害の大きさ及び自治体人口を勘案し、以下の通りとする。 

・輪島市：800万円 ・珠洲市：500万円

・能登町：200万円 ・穴水町：100万円

【給付額予算】 1,600 万円 

【給付額実績】 1,600 万円 

【給付時期】 2025年 3月・6月 

添付資料 Ａ７―１：事業計画書 

支援金収支報告、事業別予算及び支出実績表は、10・11ページに掲載した。 



単位：円

収入の部 金額 海外内訳 金額

地 区 内 ク ラ ブ 29,530,874 台 湾 41,964,824

他 地 区 ク ラ ブ 348,265,727 ア メ リ カ 1,907,841

海 外 ク ラ ブ 44,606,488 ハ ワ イ 457,723

そ の 他 206,148 オ ー ス ト ラ リ ア 20,000

支 援 金 計 422,609,237 ネ パ ー ル 256,100

利 息 124,392 計 44,606,488

総 計 422,733,629

支出の部 金額 被災クラブ・会員＜内訳＞

メールアドレ設定料 15,180 2023-24年度14RC 34,200,000

物 資 運 搬 33,000 2024-25年度14RC 33,400,000

被 災 ク ラ ブ ・ 会 員 89,707,999 2024-25年度14RC以外会員 700,000

能 登 受 験 生 応 援 800,000 2024-25年度クラブ支援 6,887,999

鵬 学 園 高 等 学 校 10,000,000 例会場等賃借料支援金 2,370,000

石川県立飯田高等学校 5,000,000
豪雨災害被災クラブ見舞金・
会員給付金

8,150,000

人 件 費 206,550 豪雨災害被災クラブ追加支援
(穴水・珠洲・内浦・能都・輪島) 4,000,000

雑 費 101,678

地 区 補 助 金 給 付 金 2,808,946

地区補助金給付金Ⅱ 31,289,929

豪雨災害復興寄附金 16,000,000

ロータリー希望の翼 162,000,000 特別会計口座へ移動

合 計 317,963,282

奨学金 33,000,000

雑費
（消耗品費・送料・振込手数料） 72,396

計 33,072,396

収 入 422,733,629 残  高 128,927,604

支 出 317,963,282

残 高 104,770,347 ※両口座残高合計 233,697,951

能登半島地震・豪雨支援金報告　(2025年6月30日現在)

ロータリー希望の翼　特別会計口座　支出額

10



能登半島地震・豪雨災害復興支援事業　事業別支出等

2025/6/30現在

実績（単位：円）

2023-24 2024-25(済) 2024-25採択済 2025-26 2026-27

地震被災クラブ・会員支援

14RC会員

10万円/名
34,200,000 33,400,000 0

14RC会員以外

10万円/名
700,000 0

地震被災クラブ支援

例会場、事務所 800万円 6,887,999 0

例会場等賃借料支援 500万円 2,370,000 0

豪雨被災クラブ・会員支援

被災規模に応じて 1,000万円 8,150,000 0

豪雨被災クラブ支援（追加）

被災規模及びクラブ会

員数を勘案し
400万円 4,000,000 0

地区補助金給付金 ↓予定(RIﾚｰﾄにより変動)

対象：R財団補助金事

業
2,000万円 2,808,946 0 7,223,095

地区補助金給付金Ⅱ ↓採択済の未払分

対象：R財団補助金事

業以外
8,000万円 31,289,929 15,489,483

インターアクトクラブのある高等学校支援

鵬学園高等学校 10,000,000

石川県立飯田高等学校 5,000,000

能登半島受験生応援

学生8名→10名対象 800,000
希望の翼事業費

Ⅱで8名申請

ロータリー希望の翼奨学金 2024-25年度対象者の額のみ掲載(89名＋在校21名)

高校3年生

(卒業後２年まで可)

3年度対象

1億6200万
26,700,000 0 13,800,000 6,900,000

Ⅱ（大学等在校生）
上記の内

800万円
6,300,000 0 2,100,000 0

能登豪雨災害被災自治体へ

輪島市、珠洲市、能登

町、穴水町
1600万円 16,000,000 0

事務局費用

メールアドレス設置料 15,180 0 0

物資運搬費 33,000 0 0

雑費(振込手数料、消耗品費等) 39,360 174,074 0 105,490 47,190

人件費 206,550 0 0

小計 50,294,090 138,780,948 15,489,483 23,228,585 6,947,190

計

合計 を含む

事業予算

2024-25

3,500万円

189,075,038 45,665,258

234,740,296

11
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事 業 計 画 書 

１．［事 業 名］ 2024-25年度被災ロータリー会員及びクラブへの支援金給付事業 

２．［事業概要］  ①令和 6年能登半島地震により大きな損害を被った第 2610地区ロータリ

ー会員及びロータリークラブへ支援金を給付し、ロータリーの活動を維持

継続してもらう

②一人当たり 10 万円の支援金を石川第 3 グループ、石川第 4 グループ、

氷見 RC、氷見中央 RCの各クラブへ 2024年 7月 1日時点の会員人数分給

付する

③上記②の支援金は、会員の生業再建のために各個人へ分配されることを

原則とするが、被災度の多寡によって各クラブで支援金額を調整すること

を可とする

④一人当たり 10 万円の支援金を②の会員以外で、大きな損害を被った会

員へクラブを通じて給付する

⑤上記④については、被災会員がクラブ会長に支援金の給付申請を申し入

れ、クラブ会長が被災会員・クラブ会長の証明サインを添えて支援金の給

付申請書の提出をする

⑥大きな損害（対象は、建物・備品の他、直接雇用の事務局員の被災も含

む）を被ったクラブに対して支援金を給付する。支給額は、損害額の 2／3

以下かつ、合計 1 クラブ 100 万円までとする。（ただし、事務局員の支援

については、会員同様の取り扱いとする）

⑦支援金の給付の可否及び給付額は、被災度調査結果に基づき国際ロータ

リー第 2610地区能登半島地震復興支援会議にて決定する

３．［給 付 額］ 総額 4,300万円（ただし、調査結果によって増減することがある） 

４．［給付時期］ 2024年 7～9月（予定）  

５．［予  算］ 

〈収 入〉 

科目 摘要 予算額（円） 

能登半島地震復興支援特別基金より 43,000,000 

合計 43,000,000 

〈支 出〉 

科目 摘要 予算額（円） 

支援金 14クラブ（個人） 34,000,000 

〃 上記以外（個人） 1,000,000 

〃 クラブ損害分 8,000,000 

合計 43,000,000 

Ａ１－１ 
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令和６年能登半島地震における被害状況調査結果【クラブ事務所】 

1.調査背景：

今後の被災ロータリークラブの支援のため、各クラブ事務所及び全会員の被災状況に対し

てアンケート調査を実施した。 

2.調査概要：

（１）調査期間：2024年5月7日～2024年6月30日

（２）調査方法：アンケート用紙またはWebアンケートにて実施

（３）調査対象：各クラブ事務所

（４）回答件数： 62件（２クラブ回答なし）

＊地震の影響または被害あるなし ＊クラブ事務所が賃貸物件であるか 

3.調査結果ポイント

（1）今回の地震における被害について、17RCのクラブ事務所は影響または被害があったこ

とが分かった。影響または被害あったクラブ事務所のうち、14件（82%）は賃貸物件で、事

務所建物・設備の被災状況について、半壊以上は1件（6%）、審査中は1件（6％）あった。ま

た、現時点の分かる範囲の被災害額について、100万円以下は3件、100万円以上は3件があっ

た。被害の具体的内容について、問1の回答をご参照ください。（問1）

（2）クラブの例会状況について、影響があったと回答したクラブのうち、通常再開している

クラブは76%（13件）、間隔を開けて再開しているクラブは18%（3件）、再開の目途がたたな

いクラブは6%（1件）ということがわかった。（問2）

（3）復興プロジェクトの受入れクラブとして受入れを検討できるかについて、積極的に検討

するクラブは17%（3件）、内容によって検討するクラブは59%（10件）、受け入れできる状況

ではないクラブは12%（2件）ということが分かった。（問3） 

17件, 27%

45件, 73%

ある

ない
14件, 82%

1件, 6%

2件, 12%

はい

いいえ

空欄

Ａ１－２① 
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4.調査結果内容
＜問１＞被害額について現時点の記入できる範囲でお答えください。 

◆事務所建物・設備

 

 

 

 

 

◆事務用機器

珠洲：会議所の機器を使用している 

志賀：元々、事務用機器というほどの大きな機器はないため、破損はない。家庭用のパソコン、プ

リンター、FAXですので使用可能

射水：パソコン損壊、被害額20万円 

新湊中央：パソコン・コピー機・固定電話（雨漏り・棚が全て倒れた為）被災害額28万円 

輪島：コピー機(複合機)の転倒、被害額100万円 

◆その他

珠洲：事務局の自宅は準半壊、例会場は一部損壊 

内浦：自己保有で、事務所、例会場（能登町商工会内浦支所会館）は傾いており、半壊判定、事務

員自宅は半壊判定 

中島：被害額4～5百万円。事務局の自宅（中島RCの事務局）が中規模半壊 

七尾：下水道整備損傷の為、現在もトイレは仮設トイレを使用。クラブ事務員の実家が全壊 

七尾みなと：事務員自宅が一部損壊、屋根瓦崩落、基礎、壁のひび割れ、玄関の傾き、例会場の駐

車場の亀裂、段差、水道設備の損壊 

志賀：事務員の自宅は一部損壊、屋根瓦、壁の亀裂等。例会場は会場のホテル側の事情で、別の例

会場に移る予定にした。引っ越しを迎えるまでもう少しというところで震災のため使用不可

（外観はそのままですが内部は使用できない）で閉鎖されている。 

新しく移るはずだった例会場も、被害個所の修復や長期の断水等で施設を開けておらず、その

状況が収まってからも災害支援の方々を受け入れているので、例会を受け入れていなかった。

様子を見ながら相談しながら話を進めて、現在は簡単な食事を提供できる状態になって、例会

を再開している。同じ町内でも場所や建物によって被害状況が大きく違い、幸い大きな被害が

なく身体も大丈夫だが、長期の断水、あちこちの道路の破損、ゆがみなど 

富来：事務局の自宅が全壊。例会場(会員宅)は全壊で取り壊し予定 

新湊中央：事務局員宅、被災害額542万円(液状化現象で水道・ガス使えなくなった。家の後の傾き) 

1件, 6%

5件, 

29%

1件, 6%

10件, 

59%

事務用建物・設備の被害状況（罹災証明の交付状況）

半壊以上 上記以外 審査中 空欄

珠洲：漏電、漏水で未だに断水、駐車場が隆起、空調設備故障、

書類棚等が破損、FAX回線が断線 

七尾みなと：書棚、食器棚、ポット食器等の損壊、被害額50

万円 

志賀：建物は大きな損壊はなく部屋のロッカー等の転倒、書類

散乱、掲示物落下程度、事務机の脚が壊れ買い替え予定 

小松東：賃貸クラブ事務所の壁の亀裂 

新湊中央：被災状況審査中、雨漏り 

輪島：半壊以上 
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＜問2＞クラブの例会の状況について 

 

 

 

 

＜問3＞他地区・他クラブからロータリー財団補助金を活用した復興事業の提案があった場合、提

唱クラブ（復興プロジェクトの受入れクラブ）として受入れを検討できますか（○を付けてくださ
い） 

 

 

 

＊注 再開の目途がたたない：珠洲 

間隔をあけて再開している：富来、内浦、輪島 

＊注 積極的に検討する：志賀、七尾みなみ、新湊中央 

内容によって検討する：内浦、羽咋、中島、七尾、富来、高岡北、小矢部中、射水、輪島、氷見 

受け入れできる状況ではない：珠洲、小松東 

【関連してご教示いただけることがあればご記入ください】 

志賀：３月いっぱいは休会、４月より新しく例会場となる場所で例会を再開しているが、災害

支援の方々を受け入れているところなので、お借りするはずだった一室は使用せず、例会場

として部屋を整えることもしていない。レストランの一角をお借りして、まずは皆さんが顔

を合わせて昼食をとることを優先して開催している。 

中島：1月～4月まで休会、5月より通常例会＊例会場は使用出来ない（まだ、修理されていな

い）ため、他の施設を借りている。 

内浦：3月より月2回 

氷見：例会場の天井が落下した為、１月は例会中止しましたが、２月から再開。大きい被害は

なかったが、食器、ガラス等落下した。 

【関連してご教示いただけることがあればご記入ください】 

七尾：現在、姉妹クラブのモントレーRCからの提案で、グローバル補助金を活用した復興事業

を七尾みなとRC・七尾モントレー友好協会と一緒に検討中。 

七尾みなと：現在、モントレーRC、カーメルRCから七尾RC、七尾みなとRCへグローバル補助金

の提案が来て、内容については検討している。 

志賀：提案があった場合、その都度内容等検討、相談しながら進める 

氷見中央：富山中ＲＣさんよりお話を頂いて一緒に事業を進めていくこととなっている。 

13件, 

76%

3件, 18%

1件, 6%

通常再開している

間隔をあけて再開している

再開の目途がたたない

3件, 17%

10件, 59%

2件, 12%

2件, 12%
積極的に検討する

内容によって検討する

受け入れできる状況ではない

空欄
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＜問4＞地震の影響等で今後必要とする支援があればご記入ください。 

 

 

 

 

 

＜問5＞地域の復興事業としてのニーズ・提案があればご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【備考】アンケートへ回答したクラブ事務所（赤文字は地震の影響または被害あるクラブ事務所） 

朝日 越中八尾 富山南 射水 氷見 

黒部 上市 富山みらい 東となみ 氷見中央 

黒部中央 立山 富山中 新湊 南砺 

入善 富山 富山西 新湊中央 小矢部 

宇奈月 富山シティー 富山大手町 高岡 小矢部中 

魚津 高岡万葉 高岡北 

魚津西 砺波 高岡西 

河北 白山 加賀 羽咋 穴水 

河北南 白山石川 （未）加賀中央 （未）中能登まほろば  能都 

金沢 金沢百万石 加賀白山 中島 珠洲 

金沢東 金沢北 小松 七尾 内浦 

金沢香林坊 金沢みなと 小松東 七尾みなと 輪島 

金沢南 金沢西 小松シティ 志賀 

野々市 能美 富来 

山中 

・何をするにも金銭面が大きく影響する為、支援金等があれば大変助かる。

・仕事や自宅を失った会員が数名いる、その会員への支援が今後必要かと思う。

・金銭的支援

・今はまだわからない状態

・2610地区の支援炊き出し活動及び作業（瓦礫撤去等）

・今までのご支援ありがとうございました。まだ、復旧できていないクラブにご支援いただけ

ればと思います。 

・今は皆意気消沈状況。少しでも元気になれるようなイベントを企画し、地域を盛り上げる事

が必要と思う。 

・今後、検討、相談しながら進めていく。

・和倉温泉の早期復興を望む。

・復興に向けて、震災前の事業を滞りなく行うなど明るい話題を提供したいが、それによっ

て、まだ復興もしていないのにそのような活動をしてもよいのかという抵抗もあり、実現が難

しい。 

・炊き出し活動（まだまだ復興に時間がかかるため）

・今後に向けて備蓄用品のストック

・学校関連への被害支援、被害・被災困難者への支援、被災者への心のケア
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令和６年能登半島地震における被害状況調査結果【会員】 

1.調査背景：

今後の被災ロータリークラブの支援のため、各クラブ事務所及び全会員の被災状況に

対してアンケート調査を実施した。 

2.調査概要：

（１）調査期間：2024年5月7日～2024年6月30日

（２）調査方法：アンケート用紙またはWebアンケートにて実施

（３）調査対象：全会員

（４）回答件数： 776件

＊地震の影響または被害あるなし 

3.調査結果ポイント

（1）今回の地震で、影響または被害があった会員の数は265件で、全体の34%を占めて

いる。そのうち、被害状況（罹災証明の交付状況）において、居住住宅について、全壊は

6%（17件）、半壊以上は8%（21件）、審査中は5%（13件）で、事業用建物について、全

壊は8%（21件）、半壊以上は9%（23件）、審査中は4%（11件）ということが分かった。 

また、被災害額において、居住住宅について、百万円以下は13％（36件）、百万円～５

百万円は24％（64件）、６百万円～1千万円は8%（22件）、1千万円以上は12%（31件）で、

事業用建物について、百万円以下は10％（26件）、百万円～５百万円は28％（75件）、６

百万円～1千万円は7%（18件）、1千万円以上は26%（69件）で、商品やその他について、

百万円以下は13％（35件）、百万円～５百万円は12％（32件）、６百万円～1千万円は3%

（7件）、1千万円以上は8%（22件）ということが分かった。（問1） 

（2）事業営業状況について、「通常営業」は78％（206件）、「部分営業」は12％（33件）、

「近日中に営業再開」は1％（3件）、「営業再開の目途がたたない」は3％（8件）という

ことが分かった。（問2） 

（3）地区人頭賦課金の減免などの支援措置を希望するかについて、要望する会員数は88

件（33%）があった。もともと支援する予定の14グループ以外、9 件あった。（問4） 

265件, 

34%

511件, 

66%

ある ない

Ａ１－２② 
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4.調査結果内容

＜問１＞被害額について現時点の記入できる範囲でお答えください。 

1₋1.被害状況（罹災証明の交付状況）について 

 

1₋2．被害額（再建費、修繕費等）について（単位：百万円） 

＊居住住宅、事業用建物、商品やその他の被害の具体的内容は別紙参照 

17件, 6%

21件, 8%

138件, 

52%
13件, 5%

76件, 

29%

居住住宅

全壊

半壊以上

左記以外

審査中

空欄

21件, 8%

23件, 9%

156件, 

59%

11件, 4%

54件, 20%

事業用建物

全壊

半壊以上

左記以外

審査中

空欄

36件, 13%

64件, 

24%

22件, 8%
31件, 12%

15件, 6%

97件, 

37%

居住住宅

１以下

1～5

6～10

10以上

未定

空欄

26件, 10%

75件, 

28%

18件, 7%69件, 26%

18件, 7%

59件, 22%

事業用建物

１以下

1～5

6～10

10以上

未定

空欄

35件, 13%

32件, 12%

7件, 3%

22件, 8%

6件, 2%

163件, 

62%

商品、その他

１以下

1～5

6～10

10以上

未定

空欄
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＜問2＞事業の営業等の状況について（○を付けてください） 

【関連してご教示いただけることがあればご記入ください】 

・取引先の８割が被災し、観光関連の事業やイベントがほとんど休止、それに関わる印刷物などが中止

・すぐに修繕して通常通り仕事はしている。

・客足は戻ってない。業務一部停止し、宿泊のみの対応にする。飲食については事前の予約対応にのみ対応

・能登地区のお客様の事業が停止しており、その影響がある。

・１月～２月はほとんどキャンセルとなり、３月～少し戻りつつある。４月は通常月よりマイナス（コロナ以前より）、

５月は若干マイナス（コロナ以前より）で推移している。 

・特隣のビルの外壁がはがれ剥落の可能性があり、一定期間、該当場所を通行禁止にした（現状は回復済み）

・輪島温泉施設および通所福祉事業再開済。日本海倶楽部ビール工場稼働再開済

・売り上げの減少

・現在は通常営業

・得意先の状況は奥能登ではかなり厳しいと考えている。

・近隣のゴルフ場が開場せず、加えてお客様の多数がレジャーどころではない。良くなる見込みもない為非常に厳し

い状況と言える。 

・お客様の修繕優先で、会社の修繕は後回しになっている。

・飲食・加工・宿泊業は先述のとおりですが、小売（農産物直売所、農産物生産）に関しましては、事業再開は早かっ

たものの、売上の回復には苦戦している。 

・発災より1週間で通常営業が行えるよう、片付け、修繕を進めたが、取引先からの発注びかえが2月頭まで続いた。

・道路会社の為、自社被害物件が後回し

・能登地区の牛乳販売店の方々が、営業が出来なくなり廃業された方も居る。能登地区の酪農家で大きな被害が発生

したことにより、廃業や再開できていない方がいる為、当社の原料となる能登からの生乳が少なくなっている。 

・地震とコロナ第10波でダブルパンチとなった。

・2月末まで断水等により休業

・周辺の道路がまだ整備されていない

・3店舗中七尾市内の2店舗は通常営業中だが、志賀町の1店舗は被災が大きく仮復旧後6月か7月に営業再会予定

・介護福祉施設が山間地や郊外に多く復旧に難渋

・社員の自宅が全壊し 新しい家を求めた。その支援と 在宅勤務の機器を貸与。

・富山事業所については、各店スタッフの協力のお陰で約3週間程で復旧をして2月からは通常営業

・今年の麦、米の共同乾燥の代替案を作成中

・社員の自宅が全壊し、新しい家を求めた。その支援と在宅勤務の機器を貸与

・石製品の修理で3年程度かかりそう

・災害復旧工事（応急）対応中

・危険の及ばない処置をして稼働させている。近い将来全面改修の必要あり事業は終了している

・1月21日にすべての生産工場の稼働を再開している。https://www.st-grp.co.jp/news/2024news/st20240129b.html

地震被害に伴う弊社建物、設備の修繕費および操業停止に伴う損失として2,110百万円を特別損失として計上してお

ります。https://www.st-grp.co.jp/ir/pdf/20240404gyosekiyoso.pdf

・１月２日から2月末日まで営業停止。

・時短営業中

・現場の作業が多く、事務所や倉庫の修繕に時間が取れず、罹災ゴミを出しに行く時間もない状態

・通常営業は行っているが、社屋内駐車場にて現在も地割れ。地盤隆起が生じている。

・得意先に観光関係先が多く売上の激減が深刻。また自社店２店舗も今だに営業再開ができず、まだ1年ぐらいかかり

そう。

206件 78%

33件, 

12%

3件, 1% 8件, 3% 15件, 6%

通常営業

部分営業

近日中に営業再開

営業再開の目途がたたない

空欄
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・公共事業の緊急応急作業が多く発生し対応に追われている中で、発災から半年たった今でも契約や支払いが行なわ

れていない状況が続いている状況。よって、資金繰りが厳しい状態にある。 

・収益性のある仕事の減少、ボランティア的な仕事の増加

・和倉温泉の取引先が全滅

・災害復旧

・大枠では2年半程の期間が必要と予想されるところ

・3月より営業再開

・事務所に関しては、傾きを修正して使用できる様になったが、配水部分で配管の壊れがあり、仮復旧して使ってい

るが、今後事務所及び隣接する倉庫は公解体申請中。事務所と他の倉庫については、新規に放置する予定。事業の状況

については、復興分野はこれからまだ需要が起きていない。応急処置の需要は多く起きている。 

・3月末に水道復旧し、従業員も通常勤務に戻った。

・能登の事業所は営業再開の目途が立っていない。

・クリニックは通常営業

・お客様をお待たせしている状況

・現在、和倉温泉にグループとして4旅館を所有・運営しているが、すべての旅館について、多大な損害を受けており、

現在休業中で再開時期については未定。 

・税理士事務所は今では通常どおり営業をしている。自宅は民間の地震保険に加入していたので、地震保険の一部損

壊の保険金が支払いしてもらった。事務所は地震保険に加入していなかったため、対象になってなかった。このよう

に地震保険に加入しておくことが、まさかのためになると思う。 

・今の所、再建の目途がたたず、今後ロータークラブの退会を考えている。

・顧客の７割が被災、顧客の事業再開の目処が立っていないところが多い

・和倉温泉や能登食彩市場の営業の見通しがたたず、祭りやイベントがない。

・今後の収入に不安がある。

・ホストが災害を機に体調を崩したことも重なり、日帰りの体験商品の提供及び、リピート客(状況を理解くださる方

のみ)の宿泊提供のみの営業を考えている。

・３月決算の事業。３月中に多額の保険金が入ったが、修繕費の見積対応が大変難しく、税金、納税が不自然に思えな

い 

・倉庫の倒壊、商品の不良が発生しなかったこと、ユーザー様に被害が少なかったことにより、営業は通常営業でき

た。 

・職員の不足

・3月より通常営業開始。配管の破損のため一部トイレ使用不可。駐車場・玄関に段差有りお客様に、迷惑をお掛ける。

地震の影響で、宴席の減少、特にツアーバスが、全てキャンセルになった。" 

・本社営業所閉鎖のため、もう一つの営業所（半壊ではあるが、何とか使用している）にバス・タクシー車両始め集約

して、営業している。両営業所を解体して、なりわいの再建補助金を利用して、新営業所を再建する予定だが、時期は

未定 

・コースはプレーできるのでオープンしたが、風呂の利用が出来ず、値引をしている

・能登地区で分娩希望の妊婦様方の激減で通常営業はできていても経営は大変厳しい状況。能登地区で分娩が行える

診療所は1件丈になってしまい、存続のために奮闘しているところ。 

・七尾港の大田3号岸壁一部使用不能/七尾港の大田2号岸壁不可/七尾港の物専岸壁不可/第一埠頭西側岸壁不可/第二埠

頭東側岸壁不可"

・断水が終わり、水が通ってから通常となる

・我が社は、農機機械の製造販売をしているので、その部品や購入品を在庫している棚が倒壊したり、建屋の基礎と

土間の間に5～20㎝の隙間を業者が来てくれないので、自分で施工したりして、部品を整頓したりして、5月に入って

少しずつ、注文の製品の出荷出来るところまで来ました。これから徐々に態勢ができていくのかなと思う。お得意先

もこの地震で注文した製品が出荷出来る状況かの問合せが結構ありました。これから秋のシーズンに向けて徐々に販

売して行ければと思う。" 

・現在は通常営業。店舗は営業できず、配達が主で営業している。

・３週間、休業した。

・富山県内ツアーバス、キャンセル（全て）/名古屋（セントレア）まで仕事取りに行く/インバウンド（台湾）

・観光地の為、売上は前年割れ

・震災被害で墓石、鳥居、石碑等の修理依頼があり、石材業として復旧工事を優先し行っている。

・別事業で保険代理店を営んでいる。顧客は県内中心だが、県西部での被害に対する地震保険の支払は一部損壊がほ

とんどだ。 

・税理士業務に関しては、申告期限・納付期限の無期限延長という政策的配慮が続いているが、公認会計士業務には
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一切そういうのが無いため、自宅があろうがなかろうが業務は続けなければならない。幸い自宅兼事務所の他に専用

事務所も有していたので、そちらで業務は継続している。 

・珠洲事業所での再開の見込みはまだ経っていない。能登事業所は2月に再開した（事業所の部屋が使用不可能なため、

倉庫にプレハブを設置し「小規模事業者持続補助金」の申請を行った。）、砺波工場は壁の落下等あったが、点検後、計

画通りに1月初旬から生産を開始している。 

・イベントのキャンセル、延期により特に1〜3月の収入が激減した。

・1月～2月は時間短縮で治療をした。現在は通常診療

・医院が傾いているため、入院施設は使えず、外来診療のみを行っている。建て直し計画、見積中。老健施設も30床

は使用できず、部分使用、床面も没うち、施設再建のため建て直し計画中

・震災復興支援のため、東京のデパートなどからの注文が相次いでいるが、製造が追いつかない

・一部時間短縮により営業

・収益減少。従業員退職

・駐車場が使えないため、せまい

・県内10店舗営業、震災により2店舗休業中の会員様は、営業中の8店舗で受け入れ中

・喫茶店は通常営業。菓子店、コインランドリーは閉店。

・福井地震から70年、もうすぐ来ると覚悟している。前回どうなったか調査し工場内を点検補強している。来ると分

かって被災は恥である。

・1か月休業、今通常営業

・福祉や温泉やビール工場の再開をし始めた。

＜問3＞店舗販売、オンライン販売等で支援ができることがあれば下記に情報を記してください 
・右記サイト(https://notoshop.jp/)にて、自社商品および能登の産品を取り扱っている。

・当社は飲食店なので、物販ではなく飲食のご利用を促進したい。

・能登を応援する為、「NOTO,NOT ALONE研究所」を立ち上げ、再開した日本海倶楽部ビールの販売や

Tシャツ等の販売をオンラインで行っている。購入いただけると励みになる。

・小売（農産物直売所、農産物生産）の中では、自社ブランド米の生産と販売が主体となるが、能登方面

の取引先のお取引再開の目処が立たず、そのため定期配送のお米のお取り置きのキャンセルが在庫を圧迫

している。

・オリジナル商品があるので、扱っていただけるとありがたい

・https://www.umeyatsunegoro.jp/sitemap/

・オンライン販売をサポートいただけると助かりる。

https://www.asadaya.co.jp/food/index.html 

また、全国のロータリアンが職業奉仕旅行で金沢にお越しいただけると嬉しい（既に何件か見受けられま

す。ありがとうございます。） 

・クラファン準備中

・道路状況悪い勤務地まで時間かかる

・石材業の他に農業（たなかふぁーむ）で現在田植えの作業をしている。今年秋収穫の新米を復興の意味

を込めて“食べて復興！”をお願いしたい。

・電話にて販売させていただいている。ホームページを見ての電話受注があるが、更新されていないため

商品や価格が変更をお伝えしている。業者に変更依頼している。"

・能登牛の販売 www.notogyu.com"

・下記サイトにて自社商品を取り扱っている。可能であれば、被災したロータリークラブ所属企業の一覧

のオンラインサイトで販売を行なっていただければ幸い。

https://notoshop.jp/"

・本部にて対応中

・検討中

・一部の商品はネット販売も行っている。北陸地区の一部の量販店での販売も行っている。

・能登を応援する為、NOTO,NOT ALONE研究所を立ち上げた。https://bussien.com/notonotalone/

働いている方は能登で被災した方や障害がある方たちです。よろしくお願いします。

・販売支援あれば嬉しく思う。
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＜問4＞地区人頭賦課金の減免などの支援措置を希望しますか（○を付けてください） 
注）必ずしもご要望に応えられるものではないことを予めご了承ください 

【関連してご教示いただけることがあればご記入ください】 

・事業所や仕事が無くなった被災者もいる。ロータリー活動が負担にならないよう、ご配慮いただければと思う。

・被害クラブへの負担を減らすため2年分を減免すべき。被害当年は全額、次年度も下げていくべき(復興復旧状況で)

・地区ごとの被災状況が大きく異なるため、状況に合わせた対応にしていただけるとありがたい。事務方の煩雑さは

否めないが、どうかよろしくお願いいたします。 

・この賦課金はなんですか？

・人頭賦課金の減免だけでなく、クラブ会費の補助などの対応で、会員の退会などに繋げることはできないか。

・何らかの支援があればと思う。

・協議のうえ、会長が決定する事項では？

・復興には目に見えないお金がかかります、負担を少しでも軽減できる事をお願いします。

・年会費の補助

・多くの事業者の方が雇用を安定させるため雇用調整助成金を申請しているが、期間が300日 支給上限額8600程度

短く低い状況で、長期に渡る復旧復興に対応していない。何とか業界も頑張るが、機会があれば、期間の延長と上限額

の増額をご理解頂き、同調の要望をあげて頂ければと希望する。

・水道、排水、管が一部壊れたまま

・政府の支援である「なりわい再生補助金」制度については、制約が多すぎ使えない。「小規模事業者持続に補助金」

を申請する予定だが、補助額の増額を望む。 

・ロータリー会費を払えないことはないが、少しだけでも自宅、事務所の修繕にお金を回すことができればと思う。

普及までにはかなりの時間を要すると思う。 

・復興作業も時間を要しており、進んでいないのが現状。もう少し猶予をいただければと思う。

・収入が乏しい上、修繕費用の出費が大きいため減免の支援措置は助かりる。

・内灘町は、固定資産税に関して、現状ストップないしは減税措置されている。（会社の場所は、液状化被害の大きか

った内灘町室） 

・客の激減しているため、大変厳しい

・メンバーのほぼ全員が被災し被害がる。

・運営に無理がないようにと思う。

・検討中

・いまだに自宅近辺での道路陥没は起きており震災はまだ継続しているというのが実感である。そうした中、業務も

こなしていかなければならならず、例会出席が非常に難しい状況が続いている。クラブには配慮してもらっているが、

地区としても当面の出席免除の制度化をお願いしたい。 

・能登地震は少年周期でやっている。建物の耐震補強、保険は事業者としては当然のことである。

・世界中から商品を購入いただければ嬉しい。

＜問 5＞地震の影響等で今後必要とする支援があればご記入ください。 

・ロータリーの活動が負担とならないようなご支援を頂けますと幸いです。

・私の所はすでに解消していますので何もいりません。いつもありがとうございます

・半壊の建物の公費解体要望

・クラブ会員への金銭的援助、被災地への継続的な物資、人的援助、避難所への炊き出し支援

・平日夜の飲食のご利用が激減しており、何か有効な打開策があればと思うのが。

・他県からは、能登地震の復興はもう整ったと思われていることもよくるが、現状の街並みは発災当初から何も変わっていない。

＊注 「要望する」88件のうち14グループ以外、9件あった 

88件, 

33%

127件, 

48%

49件, 

19%
要望する

特に要望しない

空欄
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未だに断水が続いているところもある。能登の震災の様子や能登で頑張っている人の様子、商品を全国に発信していただけれ

ば幸いです。 

・支援金

・これまでのご支援により営業可能

・補助金・助成金等があればご教授ください。

・修繕、修理業者がいないので早急な対応、補助金等の手続き、補助金の条件の緩和

・特に無し。他の方へ支援してあげてください。

・活動継続の断念を余儀なくされた多くの経営者、ロータリアン、生活者全てのおかれた様々な状況、苦境は殆ど報道されず、

知られていない。私たち羽咋はまだ事業が継続出来ているが、奥能登は震災から時が止まったままの状態。被災地の視察をさ

れ、持続的に発信して問題提起していただけるというだけでも、充分なサポートになる。 

・ご支援ありがとうございます。復興ができるところ、立ち上がれたところから、まず歯車を回していく。ことを念頭に1日でも早く立

ち上がることを目指してきた。先ほどご提示いただいた、店舗販売、オンライン販売等の活動が実現することを願う。"

・補助金のスピード対応

・奥能登地区の1日も早いインフラの復旧のための働きかけ被害を受けた方々への継続的な支援態勢（声かけも含めて）"

・復興支援として輪島塗のお椀を購入頂くような感覚で、医療機関であれば人間ドックを、地震被害のなかった地区から受けに

来て頂くと助かる。その際、RC割を設けることも可能 

・全国で自粛されても、私たちは何も助からない。自粛しないことが支援だと思う。また時間と共に、他地域での地震もあり、能登

の地震は忘れられつつある。まだまだ復興には遠く及ばない復旧の段階。息の長い支援が助かる。また、全国のロータリアンが

職業奉仕旅行で金沢にお越しいただけると嬉しい。（既に何件か見受けられます。ありがとうございます。） 

・子どもや若者への支援

・公的支援の拡充

・能登半島の一日も早い復興を願う。特に和倉温泉の現状復帰。私個人的には会社のエレベーター、給湯器が破損しても地

震保険の適応外のため、なりわい補助金があることを知り、現在検討中。 

・人で不足の解消

・完全復旧には建替えしかない。

・水関連 バケツ、飲料水用容器 等の在庫を確保して保管心底、心体共に休まる時間と言いたい所が、会員皆さん一人一人

が安全に暮らせる環境かね。 

・義援金をいただければ有り難い。

・ロータリークラブを継続していく為の補助金

・年会費の減免

・ボランティア

・観光業界の広域に渡る被害（風評を含め）は長期間に及ぶ。業界を挙げて、支援（被害の少くすんだ地域）の動きは広がって

いるが、半島特有の諸条件もあり、進捗状況も困難な中進んでいるので、息の長い支援が望まれる。 

・住宅再建の支援増を望む。

・弊社製品をPRしていただけると幸いです。

・イベントや会合で使用してほしい

・これまで皆様から頂いた支援に感謝しています。ありがとうございました。

・旅館が再開した際にお泊りに来て頂きたい

・今回の震災のことを皆様自分のこととして決して忘れずにお応援していただきたい。一度でいですからご自分の目でこの惨状

を早いうちに見に来ていただきたい。 

・我々メンバーも高齢者が多いのが現状だが、経済に携わる立場として能登半島全体の観光や消費の応援など、復興で10年

かかると言われているが、5年、3年でも短くできれば、高齢メンバーも頑張れるかと思う。

・修繕費の助成金による支援を求める。

・生業支援の拡充と手続きを簡素化し、復旧復興にかかる費用の中間支払の緩和

・志賀町以此はすべての市町村において人口減少が加速する。奥能登は著しいと思われる。復興復旧というより、全く新しいも

のを創造するくらいでないと衰退の一途を辿ると考えられる。ロータリアンの知恵を結集して、何をどう造るか、創造提案型のご

支援が良いと思う。私自身は思い悩んでいる。もう一つは、若い人が残るまたは戻ってくるためのご支援が不可欠とも考えてい

る。 

・これまで、多大なご支援を頂いております。感謝を申し上げます。今までのご支援に対して心より感謝しております。少しづつ

でございますが、市内の復興が進み始めています。会員の皆様のご支援に心より感謝を申し上げますと共に皆様のご多幸をお

祈り申し上げます。 

・自力で頑張るつもり

・行政の支援遅く待ってからでは生産、出荷出来なくなるのが現状のようなので、まずは自分で少しずつ手当てしないと、収入

がなくなるので今月から少しずつ出荷できるようになったので、これからだ。工事業者の見積もりもまだ全部来ていないので、ど
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れだけかかるのやら。まずは、建屋もところどころ不具合があるが、何とか崩れなかったのがせめてもの幸運です。今後ともよろ

しくお願いいたします。" 

・旅行支援は有るけれど（個人）客になる。ツアーバスには関係なさそう、ツアーバスに支援が必要。

・出来るだけ早い地域の復旧の為、インフラ整備などの業者が必要じゃ無いかと思う。家の前に地割れがあり、擁壁が倒れてい

るが、どこの業者さんも忙しく工事を請け負ってもらえない状況にある。せめて少しでも崩れていくのを防ぐ方法をご教授いただ

けたらと思う。 

・検討中

・輪島魚協が漁に行けないため、仕入している魚介が納品が状況です。輪島魚協のためにも、輪島魚協の支援をお願いします。

・耐震工事に補助金が出る仕組みを作ってほしい

・衛星電話の貸出があればよいかと感じた。

・人的支援（技術者がほしい）

・他地区から来ている価格の安い物では無く、被災地の生産者やメーカーで製造された物を優先して購入して欲しい。

・会員減少とならない様な支援。

・能登の地震の復興はもう落ち着いたと思われているそうだ。現状は発災当初からほぼ変わっていないので、みなさんからの応

援や発信が元気をいただける。 

【備考】各クラブ提出件数内訳（合計776件） 

富山 105 朝日 20 金沢西 9 新湊 3 

七尾みなと 42 加賀 19 野々市 9 新湊中央 2 

富山西 40 金沢北 19 河南 9 金沢 2 

氷見 35 河北 17 内浦 8 金沢東 2 

小松シティ 30 南砺 16 金沢みなと 8 金沢百万石 2 

七尾 28 白山石川 14 中島 8 小矢部中 2 

黒部中央 24 能美 14 山中 7 小矢部 1 

魚津西 24 小松 14 富山シティー 7 加賀中央 1 

金沢香林坊 24 立山 13 宇奈月 7 高岡北 1 

加賀白山 23 魚津 12 越中八尾 6 小松東 1 

羽咋 23 高岡 11 高岡万葉 5 入善 1 

志賀 22 能都 11 穴水 5 富山大手町 1 

砺波 21 富来 11 氷見中央 4 

金沢南 20 白山 10 富山みらい 3 



Ａ２－１

事 業 計 画 書 

１．［事 業 名］ 能登半島地震・豪雨災害被災クラブの例会場および事務局の賃借料の支援 

２．［事業概要］ ①ロータリー活動の基本となる例会や事務所が能登半島地震によって全く

使用できなくなり、新たに会場や事務所を従来借りていた室料を大幅に上

回る賃料で用意せざる得ない被災 RCへ特別支援を行う。

②賃借料の新旧差額代の 5年間相当の金額（全額）を支援金として支給す

る。

③対象は、石川第 3グループ、第 4グループのクラブから調査により選定

する。

３．［給 付 額］ 500万円（見込み額であり、調査結果によって増減することがある） 

４．［給付時期］ 2024年 11月下旬（会場の選定状況によって遅れることがある）  

５．［予  算］ 

〈収 入〉 

科目 摘要 予算額（円） 

能登半島地震復興支援特別基金より 5,000,000 

合計 5,000,000 

〈支 出〉 

科目 摘要 予算額（円） 

支援金 被災クラブ支援金 5,000,000 

合計 5,000,000 
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Ａ３－１

事 業 計 画 書 

１．［事 業 名］ 令和 6年 9月能登半島豪雨災害被災ロータリークラブ 

及び会員への支援金の給付 

２．［事業概要］ ①能登半島豪雨災害により大きな損害を被った奥能登地方のロータリーク

ラブへ支援金を給付し、ロータリーの活動を維持継続してもらう

②輪島ロータリークラブ（28 名）と珠洲ロータリークラブ（14 名）へは

一人当たり 10万円の支援金を各クラブへ 2024年 10月 1日時点の会員数

分給付する

③能都ロータリークラブへは 80万円、内浦ロータリークラブへは 30万円、

穴水ロータリークラブへは 20万円を見舞金として給付する

④上記とは別に、ロータリークラブ会員で、居住する住宅もしくは主たる

事業所が全壊(半壊以上で居住できなくなった場合を含む)した個人に 150

万円、床上浸水した個人へは 40万円、床下浸水した個人へは 10万円の見

舞金をクラブを通じて給付する。自家用車が浸水して、個人負担の伴う修

理を行った場合に、1 台当たり 5 万円の見舞金をクラブを通じて給付する

（1人 2台まで）

⑤上記④については、被災会員の罹災証明等をもって、クラブ会長から見

舞金の給付申請をする

３．［給 付 額］ 1,000万円（見込み額であり、調査結果によって増減することがある） 

４．［給付時期］ 2024年 11月中旬、ただし被災会員へは手続きが済み次第（12月予定）  

５．［予  算］ 

〈収 入〉 

科目 摘要 予算額（円） 

能登半島地震復興支援特別基金より 10,000,000 

合計 10,000,000 

〈支 出〉 

科目 摘要 予算額（円） 

支援金 被災クラブ支援金 5,500,000 

〃 被災会員見舞金 4,500,000 

合計 10,000,000 
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Ａ３－２

事 業 計 画 書 

１．［事 業 名］ 令和 6 年 9 月能登半島豪雨災害被災ロータリークラブ及び会員への支援金の

給付事業（追加事業） 

２．［事業概要］ ①能登半島豪雨災害により大きな損害を被った奥能登地方のロータリークラ

ブへ支援金を追加給付し、ロータリーの活動を維持継続してもらう

②豪雨災害の被災規模及びクラブ会員数を勘案して、輪島ロータリークラブ

へは 200万円、珠洲ロータリークラブへは 110万円、能都ロータリークラブ

へは 50万円、内浦ロータリークラブへは 25万円、穴水ロータリークラブへ

は 15万円を支援金として給付する

３．［給 付 額］ 400万円 

４．［給付時期］ 2025年 2月  

５．［予  算］ 

〈収 入〉 

科目 摘要 予算額（円） 

能登半島地震復興支援特別基金より 4,000,000 

合計 4,000,000 

〈支 出〉 

科目 摘要 予算額（円） 

支援金 被災クラブ支援金 4,000,000 

合計 4,000,000 
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事 業 計 画 書 

１．［事 業 名］ 2610 地区版能登半島地震復興補助金給付事業 

２．［事業概要］   令和 6年能登半島地震の復興事業を、地区内クラブが地区補助金・グロー

バル補助金を活用して実施する場合に、クラブ負担を低減するために地区

からクラブ拠出金を補助するすることにより、能登復興を一層推進する 

３．［事 業 費］  総額 2,000万円（ただし、増額することもある） 

４．［実施期間］  2024年 7月～2026年 6月（ただし、延長することもある） 

５．［実施内容］ ・本補助金は、能登半島地震復興支援に関わるプロジェクトに限る

・本補助金の給付対象は、国際ロータリー第 2610 地区 63 クラブとする
・本補助金は、当地区に寄せられた義援金 (能登半島地震復興支援特別基

金)を原資とする

・本補助金の申請は 1 クラブ 2 件までとし、支給額は 1 件当たり 100 万
円までとする

・補助金の給付の可否及び給付額は、国際ロータリー第 2610 地区能登
半島地震復興支援会議にて決定する

６．［特別措置］  ・被災 14クラブへの給付総額については、100万円にこだわらず加算する

ことができる 

・上記補助金の給付額等については、国際ロータリー第 2610 地区能登半

島地震復興支援会議にて決定する

７．［予  算］ 

〈収 入〉 

科目 摘要 予算額（円） 

能登半島地震復興支援特別基金より 20,000,000 

合計 20,000,000 

〈支 出〉 

科目 摘要 予算額（円） 

クラブへの補助金 20,000,000 

合計 20,000,000 
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事 業 計 画 書 

１．［事 業 名］ 2610地区版能登半島地震復興補助金給付事業Ⅱ 

２．［事業概要］   能登半島地震・豪雨災害の復興に資するプロジェクトを、地区内クラブが

実施する場合に、その事業費の大半を給付することにより能登復興を一層

推進する 

３．［事 業 費］  総額 8,000万円（ただし、増額することもある） 

４．［実施期間］  2025年 2月～2026年 6月（ただし、延長することもある） 

５．［実施内容］ ・本補助金は、能登半島地震・豪雨災害復興支援に関わるプロジェクトに

限る

・本補助金の給付対象は、国際ロータリー第 2610地区 63クラブとする

・本補助金の申請は 1クラブ 1件とし、支給額は 1件当たり 500万円まで

とする（ただし、被災 14 クラブについては 2 件までとする。なお、1

件 1,000万円までとすることもできる）

・復興プロジェクトの事業費の 20％以上は実施するクラブが負担する（た

だし、被災 14クラブについての負担金は 5％とする）

・本補助金は、既に実施済であっても、2025 年 1 月 1 日以降に実施した

復興プロジェクトについては給付対象とする

・本補助金は、能登半島地震復興 2610 地区版補助金給付事業（地区内ク

ラブが地区補助金・グローバル補助金を活用して実施する場合に、クラ

ブ負担を低減するために地区からクラブ拠出金を補助する）は適用され

ないものとする

・プロジェクトを実施する際は、予め被災自治体及び現地ロータリークラ

ブと十分な打ち合わせをし、プロジェクトについて同意を得ておくこと

とする。また、実施事業の全ての責任は実施クラブ（補助金受領クラブ）

にあるものとする

・本補助金は、当地区に寄せられた義援金 (能登半島地震・豪雨災害復興

支援特別基金)を原資とする

・補助金の給付の可否及び給付額は、国際ロータリー第 2610 地区能登半

島地震復興支援会議にて、ロータリーの使命と復興に資する事業かどう

かを厳正に審査して決定する

・実施クラブは事業実施報告書を国際ロータリー第 2610 地区能登半島地

震復興支援会議に提出する義務がある。実施報告がない場合や実施事業

に瑕疵がある場合は、補助金の全額または一部を返還することとする

６．［予  算］ 

〈収 入〉 

科目 摘要 予算額（円） 

能登半島地震・豪雨災害復興支援特

別基金より  
80,000,000 

合計  80,000,000 
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〈支 出〉 

科目 摘要 予算額（円） 

クラブへの補助金 80,000,000 

合計 80,000,000 



Ａ５－２
能登半島地震復興2610地区版補助金給付事業Ⅱ　申請一覧（2024-25年度申請分） 2025/6/30現在

単位：円 単位：円

案件 申請日 RC名 プロジェクト名 P事業費 補助金申請額 着手 完了 採決 支給 報告書 精算 備考

1 2025/02/20 加賀白山 そば打ち体験交流事業 400,000 320,000 2025/03/22 2025/03/23 採択 済 済 済

2 2025/02/20 白山
「能登を照らす心の交流」プ

ロジェクト
4,000,000 3,200,000 2025/04/06 2025/09/30 採択 済 未 未

3 2025/03/03 金沢香林坊

能登復興環境支援事業

イルカさんと環境といのちにつ

いて考えよう

1,475,859 1,180,688 2025/04/12 2025/04/12 採択 済 済 済

補助金132万円で申請があった

が事業費実績減額のため、差額

を返金依頼5/19→返金済

4 2025/03/05 金沢みなと のと応援プロジェクト 2025/04/02 2025/10/30
内容を変更し再申請予定

参考：補助金申請額160万円

5 2025/03/17 富来
能登のみんなで日本の未来

を観に行こう旅＠大阪万博
1,300,000 1,235,000 2025/09/14 2025/09/15 採択 済 未 未

6 2025/03/17 輪島
輪島ロータリークラブ例会場

及び事務局移転整備事業
2024/10/21 2025/06/30 取下げ（案件9として再申請）

7 2025/03/21 氷見 復興応援イベントウィーク 955,033 907,281 2025/01/05 2025/01/13 採択 済 済 済

8 2025/03/21 氷見
復興支援プロジェクト〜みん

なで元気を〜
2,000,000 1,900,000 2025/06/20 2026/02/26 採択 済 未 未

9 2025/04/17 輪島
輪島ロータリークラブ等　新

拠点施設整備事業
12,894,860 10,000,000 2024/10/01 2025/06/30 採択 済 未 未

10 2025/04/10 小松東
第3回みんなでやろう　こま

つボッチャ大会

531,200

540,300
424,960 2025/04/26 2025/04/27 採択 済 済 済

11 2025/04/03
中能登まほろ

ば

能登応援復興イベント「満

満満祭り」
2025/07/21 2025/10/10

取下げ（次年度に再申請予

定）参考：補助金申請額475

万円

12 2025/04/10 魚津西

能登復興計画の基礎資料

づくりのための住宅資源調

査

1,894,483 1,514,483 2025/03/20 2026/03/20 採択 未 未 未

13 2025/05/27 加賀

能登スマイルプロジェクト 〜

みんなの笑顔を繋げ〜（仮

称）

6,300,000 5,000,000 2026/05/30 2026/05/31 採択 未 未 未

14 2025/05/26 中島

健康フォーラム　　生き活き

ハッピーライフ　ようこそ食と

健康の世界へ

2026/05/03 2026/05/04

取下げ（次年度に再申請予

定）

参考：補助金申請額16万円

15 2025/04/18 七尾 復興応援プロジェクト 7,850,000 7,457,500 2025/09/01 2026/06/30 採択 済 未 未

16 2025/06/06 羽咋

不屈の能登へ！希望のファ

ンファーレ　〜大阪桐蔭吹

奏楽部が奏でる、能登再

生へのハーモニー〜

4,910,000 4,664,500 2026/05/03 2026/05/04 採択 済 未 未

17 2025/06/09 能都

「ごいたの館」再生支援プロ

ジェクト 〜能登宇出津発

祥伝統文化「ごいた」を未

来へと残し伝える〜

9,450,000 8,975,000 2025/08/01 2025/11/30 採択 未 未 未

申請額合計 46,779,412 支給済金額

申請額での事業費残額 33,220,588

31,289,929

34
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事 業 計 画 書 

１．［事 業 名］ ロータリー希望の翼奨学金事業 

２．［事業概要］ ①令和 6年能登半島地震の影響により大学等進学が困難となった生徒へ奨

学金を提供し、将来の夢を実現する支援を行う

②対象は、能登半島地震の影響で保護者の収入が大きく減少した、または

住居が全半壊するなどして、大学等進学の経済的基盤が毀損した石川県・

富山県に居住あるいは出身の高校 3 年生・高校卒業後 2 年以内で大学等

進学を目指す者

③奨学金制度の運営は、別紙の「ロータリー希望の翼奨学金事業特別会計

規約」・・・別紙①に記載の通り、第 2610地区内に設置する組織にて行う

④本奨学金は、当地区に寄せられた義援金（能登半島地震復興支援特別基

金）を原資とする

⑤本奨学金は、保護者の収入の減少、自宅等の損壊の程度、その他の事情

を総合的に審査して支給の可否を決める

⑥選考は書類審査とし、国際ロータリー第 2610地区能登半島地震復興支

援会議にて実施する

⑦本奨学金の支給額は、下記にて定める

⑧本奨学金は、返済不要とする

⑨本奨学金は、国籍を問わない（ただし、留学生は対象外とする）

⑩本奨学金は、他の奨学金制度との併用を可とする

３．［実施期間］ 2024年 7月～2029年 6月（ただし、延長することもある） 

４．［支給資格］ 別紙の「ロータリー希望の翼奨学金事業奨学生募集要項」・・・別紙②に

記載 

５．［給 付 額］ 総額 1億 6200万円（ただし、増額することもある） 

６．［給付期間］  2025年 5月～2028年 10月（ただし、延長することもある）  

７．［給付方法］  銀行口座振り込み 

８．［給付条件］ 別紙の「ロータリー希望の翼奨学金事業奨学生募集要項」に記載 

９．［応募方法］   別紙の「ロータリー希望の翼奨学金事業奨学生募集要項」に記載 

10．［実施内容］ ・2024-25年度の新規奨学金給付者は 120名で 2年間にわたり給付する

・2025-26年度の新規奨学金給付者は 80名で 2年間にわたり給付する

・2026-27年度の新規奨学金給付者は 60名で 2年間にわたり給付する

・上記の奨学金は、半年ごとに計 4回支給する

・1 回目 30 万円、２～４回目各 10 万円の給付で、一人当たり計 60 万円

の奨学金付与とする

・ほかの奨学金との重複を認める

Ａ６－１ 



36 

・奨学生は年に 2回以上、地元のロータリークラブ(※)の例会に出席（WEB

参加を可とする）して、学業の報告をする

(※)地元のロータリークラブ：国際ロータリー第 2610地区内(石川県・富山

県)且つ、奨学金申請者の被災地住所の近隣にあるロータリークラブ

11．［特別措置］  ・2023-24年度「能登の受験生応援プロジェクト」の学生 8名については

追加支援する（1年間 40万円）

・他のロータリークラブが実施する同様の主旨の奨学金が少額である場

合に本事業会計から一部を補填支援する。

・上記の支援金は、当該クラブに支払う。

・特別措置について、一クラブへの支援金は一人当たり上限20万円とし、

一クラブ当たり 100万円までとする。 

12．［予  算］ 

〈収 入〉 

科目 摘要 予算額（円） 

能登半島地震復興

支援特別基金より 
162,000,000 

合計 162,000,000 

〈支 出〉 

科目 摘要 予算額（円） 

奨学金 2025.5給付（120人×30万円） 36,000,000 

〃 〃 （特別措置 8人×30万円） 2,400,000 

〃 2025.10給付（120人×10万円） 12,000,000 

〃   〃 （特別措置 8人×10万円） 800,000 

〃 2026.4給付(120人×10万円＋80人×30万円) 36,000,000 

〃 
2026.10給付(120人×10万円＋80人×10万

円) 
20,000,000 

〃 2027.4給付(80人×10万円＋60人×30万円) 26,000,000 

〃 2027.10給付(80人×10万円＋60人×10万円) 14,000,000 

〃 2028.4給付(60人×10万円) 6,000,000 

〃 2028.10給付(60人×10万円) 6,000,000 

〃 特別措置分（該当地区内クラブへ） 2,000,000 

雑費 振込手数料ほか 800,000 

合計 162,000,000 



37 

別紙① 

ロータリー希望の翼奨学金事業特別会計規約

（名称） 

第１条 本会計は、ロータリー希望の翼奨学金事業特別会計（以下、本会計という）と称す

る。 

（所在地） 

第２条 本会計の事務所は、石川県金沢市本江町 1－18 国際ロータリー第 2610 地区ガバナ

ー・ガバナーエレクト合同事務所内に置く。 

（目的） 

第３条 本会計は、令和 6 年能登半島地震で、保護者の収入が大きく減少、あるいは住居の

全半壊などで、進学するための経済基盤が毀損した石川県・富山県の生徒に金銭的

な援助を行うことで、故郷に心の根を置きながら社会で活躍する有為な人材を育

成することを目的とする。 

（事業） 

第４条 本会計は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1) ロータリー希望の翼事業奨学金の支給事業

(2) その他、本会計の目的を達成するために必要な事業

（組織） 

第５条 本会計は、国際ロータリー第 2610 地区会計の特別会計とする。 

（役員） 

第６条 本会計の運営組織及び役員は、国際ロータリー第 2610 地区能登半島地震復興支援

会議（以下、復興支援会議という）と同一とする。 

（役員の任務） 

第７条 役員の任務は、次のとおりとする。 

(1) 議長は、本会を代表し、会務を総理する。

(2) 副議長は、議長を補佐し、議長に事故ある時はこれを代理する。

（役員の任期） 

第８条 役員の任期は、１年とする。 

（報酬） 

第９条 役員報酬は無償とし、日当・交通費も支給しない。 

（事業費・事業年度） 

第 10条 事業費は、能登半島地震災害特別会計からの拠出金をもって充てる。 

２ 事業年度は、毎年 7月 1日に始まり、翌年 6月 30日に終わる。 

（予算の執行） 

第 11条 事業における予算の執行は、復興支援会議の決議に基づきガバナーがこれを行う。 

Ａ６－１① 
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（会計） 

第 12条 本会計の運営及び事業に関する会計は、地区財務委員長がこれを担当する。 

（監査） 

第 13条 本会計の監査は、地区監査委員会が行う。 

（事業の報告） 

第 14条 本会計の計画・予算及び実施内容・決算は、国際ロータリー第 2610地区全クラブ 

に報告する。 

（その他） 

第 15条 この規約に定めのない事項については、役員会において決議を得るものとする。 

附則 

（施行期日） 

１ 本会計の設立は、令和６年７月１日とし、本規約は同日から施行する。 



別紙② 

ロータリー希望の翼奨学金事業奨学生募集要項（2024-25年度）

（趣旨） 

令和 6 年能登半島地震の被災等により、経済上の理由で大学等に進学が困難な事情がある

生徒に奨学金を給付し、次世代を担う人材の育成を図る 

（奨学金概要） 

奨学生に半年ごと計 4回の給付を行う 

1回目 30万円、2回目・3回目・4回目は各 10万円で一人当たり計 60万円の給付とする 

（応募資格） 

 以下のいずれの各項にも該当する者 

１．石川県もしくは富山県に居住している者（大学等進学準備のため一時的に他県等に居住し

ている者を含む） 

２．令和 6 年能登半島地震の影響で保護者の収入が大きく減少したか、自宅もしくは事業所

が全半壊などして多額の修繕費を要するため、経済的支援を必要とする者 

３．高校 3年生及び高校卒業後 2年以内で大学等（短大、専門学校等を含む）進学を目指す者

（通信教育課程および夜間学部生、並びに留学生を除く） 

４．高校生においては学校長の推薦書を提出できる者、既卒者であれば卒業高校の学校長もし

くは地元のロータリークラブ(※)会長の推薦書を提出できる者（ロータリークラブと接点

がない場合は、国際ロータリー第 2610地区事務局で斡旋する） 

(※)地元のロータリークラブ：国際ロータリー第 2610 地区内(石川県・富山県)且つ、奨

学金申請者の被災地住所の近隣にあるロータリークラブ 

（制約） 

他の奨学金との併用は可とする（ただし、他のロータリーの奨学金との併用は原則認めない） 

（特例） 

上記に拘わらず、他のロータリーの奨学金が少額である場合には、補てんとして奨学金を給

付することができる 

（募集概要） 

１．募集方法 国際ロータリー第 2610地区ホームページ等で公示 

２．募集期間 2024年 10月 1日～2024年 12月 31日 

３．選考方法 書類審査 

４．選考期間 2025年 1月 10日～2025年 2月 10日 

５．募集人数 120名 

Ａ６－１② 
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（選考） 

１． 応募書類（不備があるものは却下）をもって、国際ロータリー第 2610地区能登半島地震

復興支援会議にて選考を実施する 

２． 応募人員が募集人員を大きく超えた場合、追加で罹災証明書等の提出を求め、選考資料と

する 

３． 選考に関わる質疑応答は、原則電子メールをもって行う 

４．選考結果は 2025年 2月 28日までに「採用候補者決定書」の交付をもって通知する 

（支給資格） 

 以下の各項の実行をもって支給資格を得られるものとする 

１．大学等の在学証明書等の提出 

２．奨学生と関わる地元のロータリークラブの選定と事前面談 

（奨学生の義務） 

奨学生は次に定める義務を履行する必要がある。履行されない場合には、奨学金の一時停止

もしくは奨学生の資格喪失の措置が取られる 

１．2か年目の奨学金受給のため、大学等の年度末までに、在学証明書を提出すること 

２．年に 2回以上、地元のロータリークラブに出席（WEB参加を可とする）し、学業の報告

をすること 

３．奨学金給付要件に関わる情報に変更があった場合の適時報告 

（その他） 

 この要項に定めるもののほか、この要項の実施に関し必要な事項は、国際ロータリー第 2610

地区能登半島地震復興支援会議にて協議し決定する。 

附則 

この要項は、令和６年７月１日から実施する。 
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事 業 計 画 書 

１．［事 業 名］ ロータリー希望の翼奨学金事業（2024-25年度２次募集） 

２．［事業概要］ ①令和 6 年能登半島地震の影響により大学等進学が困難となった生徒へ

奨学金を提供する「ロータリー希望の翼奨学金事業」の 2024-25 年度事

業については募集定員に達しなかったことから、2次募集を行い将来の夢

を実現する支援を行う 

３．［募集人数］  30人 

４．［募集期間］ 2025年 2月～2025年 3月 

５．［支給資格］ 「ロータリー希望の翼奨学金事業奨学生募集要項（2024-25年度２次募集）

に記載のとおり 

６．［給 付 額］ 1,800万円 

７．［給付期間］  2025年 5月～2026年 10月  

８．［給付方法］  銀行口座振り込み 

９．［給付条件］   「ロータリー希望の翼奨学金事業奨学生募集要項（2024-25年度２次募集）」

に記載のとおり 

10．［応募方法］  「ロータリー希望の翼奨学金事業奨学生募集要項（2024-25年度２次募集）」

に記載のとおり 

11．［実施内容］  「ロータリー希望の翼奨学金事業奨学生募集要項（2024-25年度２次募集）」

に記載のとおり 

12．［予  算］   ロータリー希望の翼奨学金事業費内で実施
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ロータリー希望の翼奨学金事業奨学生募集要項（2024-25年度２次募集）

（趣旨） 

令和 6 年能登半島地震の被災等により、経済上の理由で大学等に進学が困難な事情がある

生徒に奨学金を給付し、次世代を担う人材の育成を図る 

（奨学金概要） 

奨学生に半年ごと計 4回の給付を行う 

1回目 30万円、2回目・3回目・4回目は各 10万円で一人当たり計 60万円の給付とする 

（応募資格） 

 以下のいずれの各項にも該当する者 

１．石川県もしくは富山県に居住している者（大学等進学準備のため一時的に他県等に居住し

ている者を含む） 

２．令和 6 年能登半島地震の影響で保護者の収入が大きく減少したか、自宅もしくは事業所

が全半壊などして多額の修繕費を要するため、経済的支援を必要とする者 

３．高校 3年生及び高校卒業後 2年以内で大学等（短大、専門学校等を含む）進学を目指す者

（通信教育課程および夜間学部生、並びに留学生を除く） 

４．高校生においては学校長の推薦書を提出できる者、既卒者であれば卒業高校の学校長もし

くは地元のロータリークラブ(※)会長の推薦書を提出できる者（ロータリークラブと接点

がない場合は、国際ロータリー第 2610地区事務局で斡旋する） 

(※)地元のロータリークラブ：国際ロータリー第 2610 地区内(石川県・富山県)且つ、奨

学金申請者の被災地住所の近隣にあるロータリークラブ 

（制約） 

他の奨学金との併用は可とする（ただし、他のロータリーの奨学金との併用は原則認めない） 

（特例） 

上記に拘わらず、他のロータリーの奨学金が少額である場合には、補てんとして奨学金を給

付することができる 

（募集概要） 

１．募集方法 国際ロータリー第 2610地区ホームページ等で公示 

２．募集期間 2025年 2月 5日～2025年 3月 5日 

３．選考方法 書類審査 

４．選考期間 2025年 3月 5日～2025年 3月 21日（3月 22日に決定） 

５．募集人数 30名 
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（選考） 

１． 応募書類（不備があるものは却下）をもって、国際ロータリー第 2610地区能登半島地震

復興支援会議にて選考を実施する 

２． 応募人員が募集人員を大きく超えた場合、追加で罹災証明書等の提出を求め、選考資料と

する 

３． 選考に関わる質疑応答は、原則電子メールをもって行う 

４．選考結果は 2025年 4月 10日までに「採用候補者決定書」の交付をもって通知する 

（支給資格） 

 以下の各項の実行をもって支給資格を得られるものとする 

１．大学等の在学証明書等の提出 

２．奨学生と関わる地元のロータリークラブの選定と事前面談 

（奨学生の義務） 

奨学生は次に定める義務を履行する必要がある。履行されない場合には、奨学金の一時停止

もしくは奨学生の資格喪失の措置が取られる 

１．2か年目の奨学金受給のため、大学等の年度末までに、在学証明書を提出すること 

２．年に 2回以上、地元のロータリークラブに出席（WEB参加を可とする）し、学業の報告

をすること 

３．奨学金給付要件に関わる情報に変更があった場合の適時報告 

（その他） 

 この要項に定めるもののほか、この要項の実施に関し必要な事項は、国際ロータリー第 2610

地区能登半島地震復興支援会議にて協議し決定する。 

附則 

この要項は、令和７年２月２日から実施する。 
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事 業 計 画 書 

１．［事 業 名］ ロータリー希望の翼奨学金事業Ⅱ（大学等在校生支援） 

２．［事業概要］ ①令和 6 年能登半島地震の影響により大学等の在学が困難となった生徒

へ奨学金を提供し、将来の夢を実現する支援を行う 

②対象は、能登半島地震の影響で保護者の収入が大きく減少した、または

住居が全半壊するなどして、大学等在学の経済的基盤が毀損した石川県・

富山県に居住あるいは出身の大学生等（R7年 3月卒業生は含まない） 

③本奨学金は、ロータリー希望の翼奨学金事業奨学生募集要項Ⅱに則り実

施する 

④奨学金制度の運営は、別紙の「ロータリー希望の翼奨学金事業特別会計

規約」・・・別紙①に記載の通り、第 2610 地区内に設置する組織にて行

う 

⑤本奨学金は、当地区に寄せられた義援金（能登半島地震復興支援特別基

金）を原資とする 

３．［実施期間］ 2025年 2月～2026年 3月（ただし、延長することもある） 

４．［支給資格］ 別紙の「ロータリー希望の翼奨学金事業奨学生募集要項Ⅱ」に記載 

５．［給 付 額］ 総額 800万円（ただし、増額することもある） 

６．［給付期間］  2025年 4月～2025年 11月  

７．［給付方法］  銀行口座振り込み 

８．［給付条件］ 別紙の「ロータリー希望の翼奨学金事業奨学生募集要項Ⅱ」に記載 

９．［応募方法］   別紙の「ロータリー希望の翼奨学金事業奨学生募集要項Ⅱ」に記載 

10．［実施内容］ ・2024-25年度の奨学金給付者は 20名で 1年間にわたり給付する

・1 回目 30 万円、２回目 10 万円の給付で、一人当たり計 40 万円の奨学

金付与とする 

・ほかの奨学金との重複を認める

・奨学生は年に２回以上、地元のロータリークラブ(※)の例会に出席（WEB

参加を可とする）して、学業の報告をする 

(※)地元のロータリークラブ：国際ロータリー第 2610地区内(石川県・富山

県)且つ、奨学金申請者の被災地住所の近隣にあるロータリークラブ 
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11．［予  算］ ロータリー希望の翼奨学金事業費内で実施 

〈収 入〉 

科目 摘要 予算額（円） 

能登半島地震復興

支援特別基金より 
8,000,000 

合計 8,000,000 

〈支 出〉 

科目 摘要 予算額（円） 

奨学金 第 1回給付（20人×30万円） 6,000,000 

〃 第 2回給付（20人×10万円） 2,000,000 

合計 8,000,000 
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ロータリー希望の翼奨学金事業奨学生募集要項Ⅱ（大学等在校生支援）

（趣旨） 

令和 6年能登半島地震・豪雨災害の被災等により、経済上の理由で大学等の在学が

困難な事情がある生徒に奨学金を給付し、次世代を担う人材の育成を図る 

（奨学金概要） 

奨学生に半年ごと計 2回の給付を行う 

1回目 30万円、2回目は 10万円で一人当たり計 40万円の給付とする 

（応募資格） 

 以下のいずれの各項にも該当する者 

１．本人もしくは保護者の住所が石川県もしくは富山県である者 

２．令和 6年能登半島地震の影響で保護者の収入が大きく減少したか、自宅もしくは

事業所が全半壊などして多額の修繕費を要するため、経済的支援を必要とする者 

３．大学等（大学院、短大、専門学校等を含む）に在学している者（通信教育課程お

よび夜間学部生、並びに留学生を除く） 

４．石川県もしくは富山県のロータリークラブ会長の推薦書を提出できる者 

（制約） 

１．他の奨学金との併用は可とする（ただし、他のロータリーの奨学金との併用は原

則認めない） 

（募集概要） 

１．募集方法 国際ロータリー第 2610地区ホームページ等で公示 

２．募集期間 第 1次募集 2025年 2月 5日～2025年 3月 10日 

  第 2次募集（第１次募集で定員に達しなかった場合） 

2025年 4月 5日～2025年 5月 31日 

３．選考方法 書類審査（詳細は応募開始時に公開される「応募手引き」を参照） 

４．選考期間 第 1次募集 2025年 3月 11日～2025年 3月 20日 

  第 2次募集（第１次募集で定員に達しなかった場合） 

2025年 6月 2日～2025年 6月 11日 

５．募集人数 20名 

（採否決定） 

１．応募書類（不備があるものは却下）をもって、国際ロータリー第 2610 地区能登

半島地震復興支援会議にて選考を実施する 

２．選考結果は適宜、選考結果を通知する 
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（給付） 

１．第１次募集奨学生への第 1回給付 2025 年 4月下旬 

  第 2次募集奨学生への第 1回給付 2025 年 7月下旬 

２．第 1次・2次募集奨学生への第 2回給付 2025年 11月下旬 

（奨学生の義務） 

奨学生は次に定める義務を履行する必要がある。履行されない場合には、奨学金の

一時停止もしくは奨学生の資格喪失の措置が取られる 

１．在学証明書を提出すること 

２．年に２回以上、地元のロータリークラブに出席（WEB 参加を可とする）し、学

業の報告をすること 

３．奨学金給付要件に関わる情報に変更があった場合の適時報告 

（その他） 

 この要項に定めるもののほか、この要項の実施に関し必要な事項は、国際ロータリ

ー第 2610地区能登半島地震復興支援会議にて協議し決定する。 

附則 

この要項は、令和 7年 2月２日から実施する。 



Ａ７－１

事 業 計 画 書 

１．［事 業 名］ 能登豪雨災害被災自治体への支援金給付事業 

２．［事業概要］  ①令和 6年能登半島豪雨災害により大きな損害を被った輪島市、珠洲市、

能登町へ支援金を給付し、早期の復興に役立ててもらう 

②支援金は被害の大きさ及び自治体の人口を勘案し、輪島市 800万円、珠

洲市 500万円、能登町 200万円、穴水町 100万円とする

３．［事 業 費］ 1,600万円 

４．［給付時期］ 2025年 3月（珠洲市には地区大会にて目録贈呈の予定）  

５．［予  算］ 

〈収 入〉 

科目 摘要 予算額（円） 

能登半島地震復興支援特別基金より 16,000,000 

合計 16,000,000 

〈支 出〉 

科目 摘要 予算額（円） 

支援金 輪島市 8,000,000 

〃 珠洲市 5,000,000 

〃 能登町 2,000,000 

〃 穴水町 1,000,000 

合計 16,000,000 

48



Ｂ４－１ 

49


	復興支援各事業支出まとめ20250630.pdf
	資料_報告書（決定稿）.pdf
	資料_報告書（決定稿）.pdf
	収支報告20250630現在.pdf
	資料_報告書（決定稿）
	資料_報告書（決定稿）.pdf
	資料_報告書（案）.pdf
	復興支援事業報告書.pdf
	復興支援事業支出まとめ20250609
	添付書類一式
	A1-1：被災ロータリー会員及びクラブへの支援金給付事業計画書（2024.7案）
	A1-2①：被害状況調査（クラブ事務所）
	A1-2②：被害状況調査（会員）
	A2-1：被災ロータリークラブへの例会場、事務局賃借料等支援事業計画書
	A3-1：R6年9月豪雨災害による被災ロータリークラブ及び会員への支援事業計画書
	A3-2：R6年9月豪雨災害による被災ロータリークラブ及び会員への支援事業（追加支援）計画書
	A4-1：2610地区版補助金給付事業計画書（2024.7案）
	A4-2②：2025-26年度地区補助金申請書一覧（能登半島復興補助金対象）
	A5-1：能登半島地震・豪雨災害復興支援事業補助金給付事業Ⅱ計画書
	A6-1：ロータリー希望の翼奨学金事業計画書（2024.7案）
	A6-1①：ロータリー希望の翼奨学金事業特別会計規約
	A6-1②：ロータリー希望の翼奨学金事業奨学生募集要項
	A6-2：ロータリー希望の翼奨学金事業計画書（２次募集）
	A6-2①：募集要項_ロータリー希望の翼奨学金事業奨学生【２次】募集要項
	A6-3：ロータリー希望の翼奨学金事業計画書Ⅱ（大学等在校生支援）
	A6-3①：募集要項_ロータリー希望の翼奨学金事業奨学生Ⅱ【大学等在校】募集要項
	A7-1：能登豪雨災害被災自治体への支援金給付事業計画書
	B4-1：富山県社協との協定書


	A4-2①b：2024-25年度地区版補助金給付対象プロジェクト.pdf



	補助金Ⅱ申請一覧20250630現在.pdf




